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境港管理組合

　落札者は本件工事の自社施工対象部分について、鳥取県県土整備部自社施工対象工事適正実施
要領に基づき施工することができること。
　（１）鳥取県の入札参加資格の申請時に提出したアスファルトに係る職員調書（当該申請後に変更を
　　　生じた場合にあっては変更届出後のものとする。）に①主任技術者、②現場管理人、③品質管理
　　　責任者、④フィニッシャー運転手、⑤マカダムローラー運転手、⑥タイヤローラー運転手として記載
　　　された者を本件工事の自社施工対象部分に当該技術者等として従事させることができること。
　（２）鳥取県の入札参加資格の申請時に提出したアスファルトに係る機械設備等調書（当該申請後に
　　　変更を生じた場合にあっては変更届出後のものとする。）に記載し、登録された①モータグレーダ、
　　　②フィニッシャー、③マカダムローラー、④タイヤローラーを本件工事の自社施工対象部分に使用
　　　することができること。
　（３）自社施工を義務づけられている部分には職員調書に記載された技術者又は作業員をあてることが
　　　できること。

追加技術者に求める特定資格

施工管理実績

現場代理人としての実績の認否

配置技術者の専任の要否

配置技術者の資格

発
注
工
事

工事の内容並びに構造及び規模

５２,８８３,６００円（消費税及び地方消費税の額を含む。）

発注工種 アスファルト

工　期

工事場所

発注機関

境港市昭和町外　（施工場所市町村　境港市）

落札者が定める工事開始日から２３０日間
※本工事においては、落札者が工事請負契約の成立の日から令和５年５月８日までの間のうち任意の日を工事開
始日と定め、当該決定を工事開始日通知書により落札決定の翌日までに発注者に通知しなければならない。

電話

工 事 名

　境港管理組合低価格落札工事配置技術者増員制度実施要領（以下「増員要領」という。）に定める追加技術者
には、増員要領の別表に記載する各発注工種に対する特定資格一覧で定める資格を有する者を配置すること。

－

－

－

　舗装工事業に係る主任（監理）技術者となることができる資格を有するものであること。
　また、鳥取県入札参加資格の申請時に提出した様式第９号（以下「職員調書」という。）に記載し、登録された者
（申請後に変更を生じた場合にあっては、開札日の前日までに変更届を提出し受け付けられた者に限る。）である
こと。

　専任を要する。なお本工事は、建設業法第26条第3項ただし書きの規定の適用を受ける監理技術者（特例監理
技術者）の配置を条件により認める工事であり、詳細は「建設工事における配置技術者等の適正な運用について」
に定めるところによる。

同種工事実績

単独・共同企業体の別

入札参加資格（格付）

調　　　達　　　公　　　告

アスファルト（Ａ級）

舗装工事業に係る一般建設業又は特定建設業の許可

総合評定値(P)

予定価格

　簡易評価型総合評価競争入札を行うので、次のとおり公告する。
　本件入札への参加を希望する者は、次に定める事項のほか、平成２５年境港管理組合告示第５号（建設工事の制限付一般競争入札に参加
する者の公募に係る一般的事項等について（最終改正：令和４年４月１日施行）。以下「一般的事項等告示」という。）、境港管理組合建設工事
総合評価競争入札実施要領（最終改正：令和５年１月１日施行）及び境港管理組合建設工事等郵便入札執行要領（最終改正：令和４年４月１
日施行）に定める事項を承知の上、応募すること。

境港管理組合港湾管理委員会事務局長　小西　大幸

施工延長　L=300m
舗装工　路面切削工　A=5,400m2
　　　　　オーバーレイ工　A=5,500m2
　　　　　廃材舗装　A=1,350m2

排水構造物工　自由勾配側溝　L=190m

令和５年２月２２日

単独

－

鳥取県西部総合事務所管内（日野振興センター管内を含む。）

－

入
札
参
加
者
の
条
件

技
術
者
要
件

本店所在地

総合点数

外港昭和北地区昭和北５号線外舗装補修工事

－

設計業務の受託者

建設業許可

会
社
要
件

そ の 他



令和５年３月１４日（火) 午前１０時００分

次の書類を、提出期日を配達日とする配達日指定郵便により提出すること。
なお、一般書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便の必ずいずれかによること。
（１）入札書（「くじ番号」欄にくじ引きの場合に使用する３桁の任意の自然数（０００～９９９）を記入すること。）
（２）工事費内訳書
（３）制限付一般競争入札参加申込書（別記様式）
（４）様式第２号（配置技術者工事成績・同種工事実績調書）
（５）工事完成結果通知書の写し及び工事カルテ又は技術者等の選任通知書の写し
（６）配置技術者が有する資格等を証明するもの
（７）継続教育学習制度（ＣＰＤ）学習履歴証明書の写し
　　ただし、その証明日は、令和４年４月１日から入札書提出期日の間の日付であること。
（８）低入札価格調査意向確認書（必要な場合に限る）
※各書類の日付は、入札日の日付を記載すること。

令和５年３月１３日（月)

令和５年３月６日（月) 午後５時１５分まで

提出部数

郵便入札

提出場所及び様式の交付場所 境港管理組合総務課
住所 境港市大正町２１５番地

電話 ０８５９-４２-３７０５

入札方式 （一般書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便による下記期日指定の配達日指定郵便以外の提出は認めな
い。）

境港市大正町２１５番地

入札手続以外
住所

電話

境港市大正町２１５番地

電話 ０８５９-４２-３７０７

０８５９-４２-３７０５

境港管理組合工務課

工事関係図書の閲覧場所

境港市大正町２１５番地

電話 ０８５９-４２-３７０５

住所

境港管理組合ホームページ
住所

備考

１．開札後における事後審査時において、入札執行者が提出を求めた場合のみ、入札参加申込時に添付で
　きなかった書類又は不足書類を開札日の翌日の正午までに提出するものとする。
２．入札閲覧設計書に関する質問は、郵送又はファクシミリにおいてのみ受け付けるものとする。
３．入札閲覧設計書に関する積算条件の変更等がある場合は、境港管理組合ホームページに積算条件情報
　として回答期限までに掲示するので、入札書提出前に確認すること。
４．低価格入札者が低入札価格調査意向確認書を提出し、指定された期限内に低入札価格調査に係る書類
　を提出しない場合は、その者の入札は無効とする。
５．境港管理組合建設工事等郵便入札執行要領及び別添留意事項を熟覧のうえ、応募すること。
 （１）本入札は総合評価に係る審査を行うため、開札の後、一旦落札決定を保留するものとする。
 （２）評価点数が最も高い者が２者以上あるときは、郵便入札執行要領別紙「くじ引きによる落札者の決定につ
　　いて」に定めるところによりくじ引きを行い、その当選者を落札者に決定するものとする。
６．予定価格積算のための単価は、令和５年２月１０日（一部改定）の２月単価を適用している。
７．本件工事の落札額は、令和４年度の受注額として取り扱うものとする。なお、低入札価格調査等により、落札決
　定が令和５年３月２２日以降となった場合には、令和５年度の受注額として取り扱うものとする。
８．この工事は『鳥取県余裕期間設定工事に係る実施要領』の対象工事であり、工事開始日、前払金の請求、
　技術者の配置及びその他の取扱いについては、同要領の規定による。
９．本件工事の前払金又は部分払の請求は令和５年４月１日以降に行うこと。
【新型コロナウイルス感染拡大予防のための臨時措置】
１０．開札は、公開とするが、入札参加者の立ち合いについては、会場の密を避けるため、特に立ち会いを希望す
　る者のみとする。立ち会いを希望する者は、令和５年３月７日（火）の１６時までに境港管理組合総務課まで電
　話連絡するものとする。立ち会い者が多い場合は入場を制限する場合がある。

支払条件

開札日に有効な入札参加資格を保有している者に限り免除とする。

質問提出期限

入札会場

入札日時（開札日時）

回答期限

単年度（令和４年度中の支払いは行わないが、総合評価入札及び指名選定に用いる受注額については、令和４年
度に全て計上する。）

失格基準価格制度（境港管理組合調査基準価格及び最低制限価格等設定要領による。）
低入札価格調査制度（境港管理組合低入札価格調査制度実施要領による。）
配置技術者の専任又は増員（境港管理組合低価格落札工事配置技術者増員制度実施要領による。）
保証金の引き上げ等（低価格落札工事に係る履行保証制度等の運用についてによる。）

落
札
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の
決
定
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評価項目

採点基準

境港管理組合建設工事総合評価競争入札実施要領第５条第１項第２号ア－１の簡易評価型Ａによる。

評価項目の採点基準は、境港管理組合建設工事総合評価競争入札実施要領の別表第４「ア　簡易評価型総合
評価」による。

適用される制度

入札保証金

令和５年３月８日（水) 午後５時１５分まで

境港管理組合　会議室

問い合わせ先

入札手続
（契約事務）

境港管理組合総務課

応
募
方
法

入
札
手
続

１部

入札書等提出期日 【重要】配達日指定郵便は、原則として、差出日の３日後から起算して１０日以内しか配達日を指定できません。詳
しくは差出郵便局に確認してください。

入札参加書類


